
条 文 解 説 

第１０条 市議会は、市の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、市民自治を尊重し、その権限を行使し

なければならない。 
２ 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視し、及びけん制する権限を有する。 
３ 市議会は、法律等の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の権限、執行機関に対

する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有

する。 

【解説】 
＜第１項＞ 
市議会は、市民の負託に応えて、自治体としての生駒市の意思を決定する機関であるとともに、市長をはじめとす

る執行機関と同様、市民自治を推進する役割を担う機関として、まちづくりの主体は市民であるとしたこの条例の

趣旨を踏まえて、市民自治の考え方を尊重し、その実現に配慮しながら、議会の権限を行使しなければならないこ

とを定めています。 
＜第２項＞ 
市議会は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想やそれを実現するための条例や予算

など、市の重要事項を議決する権限、及び検査、調査等を通じて、執行機関が市民の意思を市政に反映し、適正な

行政運営を行っているかどうかについて、監視、けん制する権限があることを定めています。 
＜第３項＞ 
市長と独立対等な二元代表制を担っている市議会の権限について、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の

権限をはじめ、検査権、監査請求権、調査権及び国等に対する意見書の提出権など地方自治法の規定を確認するも

のです。 
 
《既存の法律など》 
【地方自治法に定められている主な議会の権限】 
・議決権（第 96 条の議決事項として、条例の制定改廃、予算の決定など 15 項目が定められている他、同条第

２項により議決の対象を条例に定めることができる。） 
・選挙権（第 97 条、第 103 条、第 182 条） 
・検閲・検査権、監査請求権（第 98 条） 
・意見書提出権（第 99 条） 
・調査権（第 100 条） 
・長の不信任議決権（第 178 条） 

 

 
 

条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１０条 (議会及

び議員の役割と責

務等) 

平成 24 年 12 月に生駒市議会基本条例を制定し、議会の役割と権限を改めて規

定するとともに、その役割・権限を果たすために取り組むべき事項を詳細に規

定した。 
また、条例に見直し条項を盛り込み、条例の実施（議会の改善）状況を定期的

に確認、検証し、継続的に改善していくこととしている。 

議会が不断にその責務を果たしていくため、議

会基本条例の実施状況の検証・評価および改善

を行うことが必要であり、そのための体制整備

が必要となっている。 

・条文で変更すべき箇所は特になし。 
・議会基本条例を制定したことを条文

解説に入れてはどうか。 
「平成 24 年 12 月に生駒市議会基本

条例を制定し、議会の役割と権限を改

めて規定するとともに、その役割・権

限を果たすために取り組むべき事項

を規定しました。」 

条文は問題なし。ただし議員の資質が最近

大変問題になっています。 
選挙だけの「チェック」ではなく、市民と

の距離を感じさせない任期中の何らかの

「チェック」が出来ないものでしょうか？ 

 



条 文 解 説 

第１１条 市議会は、立法機関であり、意思決定機関としての責任を常に自覚し、長期的展望をもって活動すると

ともに、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。 
２ 市議会は、主権者たる市民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。 
３ 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。 
４ 市議会は、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、政策形成機能及び立法機能の強化に

努めなければならない。 
５ 市議会は、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視し、改善を推進するよう努めなければならない。 
６ 市議会は、議会の政策形成機能及び立法機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能を積極的に強

化するよう努めなければならない。 
７ 市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議会の役割を十分考慮して定められなければならな

い。 

【解説】 
＜第１項＞ 
市議会は、市民の代表機関、市の意思決定機関として、将来展望を持った総合的な視野での判断や活動が求めら

れるとともに、市政に民意を反映するために広く市民の意見を求めるよう努めなければならないことを定めていま

す。 
＜第２項＞ 
市議会は、意思決定における議論の内容や経過を明らかにし、市民に分かりやすく説明、公表する責務があるこ

とを定めています。 
＜第３項＞ 
市議会を市民に開かれた機関とするため、積極的な情報提供を行い、市民参加の推進に努めるべきことを定めて

います。 
＜第４項＞ 
市議会は、生駒市の実状に応じた独自の施策展開を進めるため、政策形成機能を強化し政策立案及び政策提言を

積極的に行うとともに、条例制定などの議会が有する立法機能の強化に努めなければならないことを定めています。 
＜第５項＞ 
市議会は、検査権、監査請求権、調査権等を活用し、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視するとと

もに、改善策を求めあるいは提案するなど、市政を点検し、その改善を推進するよう努めなければならないことを

定めています。 
＜第６項＞ 
市議会は、議会の政策形成機能及び立法機能を高めるため、これを支援する議会事務局の職員の配置及び資質向

上、図書や資料の充実など、調査機能及び法務機能を積極的に強化するよう努めなければならないことを規定して

います。 
＜第７項＞ 
市議会の定数は、地方自治法第 91 条で規定されていますが、議会の組織及び定数は、意思決定機関として、また

市民の代表機関として、この条例上の議会の役割、責務を考慮し、自主的な判断に基づいて決定されるべきことを

規定するものです。 
 
 

条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１１条 (議会の

責務等) 
●第１項～第 3 項関連 
市民への情報発信、市民との意見交換を目的とした市民懇談会を年１度以上

開催することとした。（平成 22 年度から実施。） 
また、平成 25 年度より広報広聴委員会を設置し、HP のリニューアル（平

成 26 年度実施）に取り組んでいる。 
請願の審査に際して、必要に応じて審査当日に請願者自らが発言（質疑に対

する応答等）できるよう申し合せ事項を改正した。 
●第 4 項・第 5 項関連 
毎年度、常任委員会（予算委員会を除く）において所管事務に関するテーマ

を定めて調査を行い、政策提言を行うことができることとしている。（平成

20 年度から実施。） 
また、調査等に際し機動的に専門的知見を活用できるよう議会基本条例にお

いて調査機関の設置について規定している。 
●第 6 項関連 
職員の増員については適宜、行政側に要望している。（実現していない。） 

●第 7 項関連 
議員定数を定める際に配慮すべき事項等について、議会基本条例に規定して

いる。 

●第１項～第 5 項関連 
議会基本条例に基づき取組を進めてきてお

り、今後、実施状況の検証を行い、適宜改善

していく必要がある。 
●第 6 項関連 
議会活動が活発化するほどに事務局機能の

強化が必要となっているが、職員の増員が進

んでいない。 

・条文で変更すべき箇所は特になし。 
・主な取り組み内容を条文解説に例示

してはどうか。 
 

条文には問題ないと思いますが、第 6 項と

第 7 項は問題ないのでしょうか？ 
第 6 項は事務局職員増になれば解決すると

は思いません。 
第 7 項の「定数」等は議員の自主に任せて

おいていいのでしょうか？ 
 

 



 
条 文 解 説 

第１２条 市議会の会議は、討議を基本とする。 
２ 市議会は、すべての会議を原則公開とする。ただし、必要と認められるときは、非公開とすることができる。

この場合においては、その理由を公表しなければならない。 
３ 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、議会の自主性及び自立性に基づいて市

の施策の検討、調査等に努めなければならない。 

【解説】 
＜第１項＞ 
市議会は、市民の代表機関であり、市民の代表者である議員が意見を交わし、論じ合い、意思決定を行う機関で

あることから、開かれた議会での議論が意思決定過程の透明性を高め、市民の意思を反映したものになるという考

えに基づき、「討議の重要性」について規定するものです。 
＜第２項＞ 
開かれた議会として、議会での審議過程を明らかにするとともに、市民が自由に、また、積極的に会議を傍聴で

きるように会議の原則公開を定めています。ただし、個人情報の保護に関わる部分などについては、必要に応じて

非公開とすることができ、その場合は、非公開とした理由を公表しなければならないとしています。また、地方自

治法第１１５条の規定による秘密会とした場合についても、その理由を公表しなければならないとしています。 
《既存の法律など》 
【地方自治法】 
第１１５条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員 3 人以上の発議によ

り、出席議員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 
＜第３項＞ 
議会は、会期中における議会の権限の行使だけでなく、会期外においても、市政への市民意思の反映のため、独

立機関として市の施策等の検討や調査に努めなければならないことを定めています。 
 
 

条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１２条（議会の

会議及び会期外活

動） 

●第 1 項関連 
委員会においてテーマを設定し議員間討議ができるよう要綱を制定してい

る。 
常任委員会（予算委員会を除く）におけるテーマ別調査においては既に議員

間討議を中心に調査及びそのとりまとめを行っている。 
●第 2 項関連 
本会議、委員会、全員協議会を原則公開としている。また、本会議、委員会

についてはインターネット中継を行い、また録画配信も行っている。 
●第 3 項関連 
常任委員会（予算委員会）においては、適宜、所管事務に係る調査を行える

よう、常任委員会の委員構成が変わる 5 月臨時議会において継続調査の手続

を行っている。 
また、テーマ別調査においては、実施を決定した後、継続調査の手続を行っ

ている。 

●第１項関連 
委員会におけるテーマを設定して行う議員

間討議のみならず、議案の審議・審査等にお

いても議員間討議を実施することが求めら

れる。 
●第２項関連 
本会議、委員会以外の会議のインターネット

中継・録画配信、あるいは会議録の作成・公

開の必要性について検討が必要である。 

条文で変更すべき箇所は特になし。 ・当選後、市民との距離をなくする努力を

してほしいです。やはり問題は議員の資質

でしょうか？ 

 



 
条 文 解 説 

第１３条 市議会議員は、市民の負託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 
２ 市議会議員は、市民の代表者としての品位を保持し、常に市民全体の福利を念頭に置いて行動しなければなら

ない。 
３ 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己研鑽に努め、審議能力及び政策提案能力の向上に努めな

ければならない。 
４ 市議会議員は、議会活動に関する情報等を市民に説明するとともに、広く市民の声を聴き、これを議会の運営

に反映させるよう努めるものとする。 

【解説】 
＜第１項＞ 
市議会議員は、議決機関としての意思決定に当たり、責任を負って市民から任される立場であることから、公平、

公正かつ誠実に職務を果たすべきことを定めています。 
＜第２項＞ 
市議会議員は、特定の地域や団体などの代表ではなく、市民全体の代表者である議員としての品位を保持し、市

民全体の利益を行動の指針としなければならないことを定めています。 
＜第３項＞ 
市議会議員には、分権時代における生駒市づくりを進める上で必要な、政策の提言や提案能力の一層の向上が期

待されることから、常に自己研鑽に努めていくべきことを規定しています。 
＜第４項＞ 
市議会議員は、議会における審議状況、自らの意思決定の理由、活動状況などについて市民に説明するよう努め

るとともに、自ら広く市民の声を聴き、その声を議会における意思形成過程、政策形成、市政の点検及び改善など

の活動に反映させるよう努めなければならないことを規定しています。 
 
 

条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１３条（市議会

議員の責務） 
 
 
 

生駒市議会基本条例において、市議会議員が果たすべき責務、役割、及びその

責務・役割を果たすために行うべき事項を詳細に規定している。 
市議会議員が、いかに責務を果たしているかを

検証・評価する仕組みがない。（客観的に（公

平、公正に）評価することが困難。） 
 
 

条文で変更すべき箇所は特になし。 「選挙」以外の手段で議員の検証、評価の

仕組みはつくれないものでしょうか？ 

 



 
条 文 解 説 

第１４条 市は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、適切な公共的サービス水準の設定及び市

民等の活動の支援を通じて、市民等による公共的サービスの提供が適正に行われることを保障するよう努める。 
２ 市は、必要に応じて、市民等の間の調整を行う役割を担う。 

【解説】 
＜第１項＞ 
参画と協働による市民自治社会の実現のためには、市が公共的サービスの提供という役割を担うだけではなく、

今後は他の主体に公共的サービスの提供を委ねる場面も多く登場すると考えられます。 
こうした場合に市は、他の主体によって公共的サービスの提供が確保されるよう、情報の開示や認証など、それが

適正に行われるよう調整する制度的仕組みを作る役割を中心に担うことになると考えられることに伴う規定です。 
なお、場合によっては、市が公共的サービス及び活動を維持する部分や強化する部分もあると考えられます。 
＜第２項＞ 
協働のまちづくりにおいては、市民、市民活動団体、事業者が行う公共的な活動を調整することが必要な場合も

あると考えられ、それぞれの活動主体自身による自主的な調整が円滑に行われない場面においては、必要に応じて

市が実質的な調整の役割を担うこととするものです。 
 

 
条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１４条（協働の

まちづくりにおけ

る市の役割） 
 

【行政全般】 
条例の規定に則り、適切に対応している 

今後も引き続き取り組みを進めていく必要が

ある、 
特になし ・例えば、指定管理者制度による公共施設

管理が進んでいるが、その成果（サービス

水準、運営状況等）を評価し、改善に結び

付ける手法が構築されていない。 
今後、指定管理者、市民団体等、公的サー

ビスの担い手となる場合のPDCAの仕組み

の構築が必要となる。 
 
・条文の変更は、必要ないと思います。 
但し、運用面から見ると本来、このような

活動があればというようなグランドデザイ

ンは必要かと思われます。福祉、環境、安

全、危機管理等については、市の積極的な

働きかけが必要と思われます。環境、安全、 
危機管理等についてはかなり進んでいると

思いますが、福祉については、介護保険関

係、市域支援事業等については、国のモデ

ル市でもあり、きめ細かく検討されていま

すが、高齢化し爆発的に増加していく住民

の生活ニーズを、どう組み立てていくかに

ついては少し弱い面があると思います。 
例えば別紙のように、市民自治協議会等で

検討されていけば、かなり、具体的に進ん

でいくのではないかと思うのですが、この

ような検討はどこでされるのが良いでしょ

うか？ 
 
・条文・条文解説には問題ないと思います

が、実際に取り組んでみると、市との距離

を実感します。特に第 2 項にある「必要に

応じて市が実質的な調整の役割を担う」と

ありますが、現実は公平な調整が行われて

いるのでしょうか？また公平とは何でしょ

■マイサポいこま制度(市民が選択する市民活動団体支援制度：H23 年度～） 
 市民活動団体の財政的支援の拡充を図るとともに、団体が提案する事業に対

して、市民が支援したい事業を選択することで、市民活動への理解や関心を

高める。 

特になし 特になし 

■市民活動推進センターでの相談事業 
ボランティアなどＮＰＯ活動を行いたい方や団体と活動を受けたい方や団

体とをつなぐ（マッチング）。 

特になし 特になし 

■プロボノ促進事業(H26 年度) 
市民が企業で培った経験やスキルを活かして、市民活動団体等の運営を支援

し、社会貢献をする場を創出。団体と市民が出会う場を作ることで、継続的

な市民公益活動の活性化を目指す。 

今後実施。 特になし 

■参画と協働の指針策定(H25.3) 
 自治基本条例を補完する役割を担い、参画と協働の定義、重要性、効果、協

働の形態、協働に適した事業、協働事業を実施する場合の留意点、参画と協

働のまちづくりを進めていくための今後の取組についての考え方を記載。 
 策定の際には、市民自治推進会議（当時）及び委員会での委員の意見を反映

し、パブリックコメントを実施。 
 周知については、自治連合会全体集会での周知、ららポート登録団体等へ周

知、職員への研修を実施。 

自治基本条例の原則の一つであることから、引

き続き取り組みを進めていく必要がある。 
 

特になし 

 ■地域デビューガイダンス 
これから活躍できるまちづくりや社会貢献の取り組みを実際に活動してい

る方々の話を通じて紹介を行う。【分野】 
  ・生涯学習（生涯学習まちづくり人材バンク、寿大学等） 
 ・市民活動（自治会活動、まちづくり井戸端会議等） 

  ・福祉（地域ボランティア講座、シルバー事業） 
  ・環境景観（花とみどりのボランティア活動、エコネット生駒等） 
  ・観光（観光ボランティアガイドの会） 
  ・スポーツ（スポーツリーダーバンク登録及び紹介）  

振り返りを行い、実施方法等の検討を行ってい

く。 
特になし 



うか？ 
なお企画政策課の「生駒市市民政策提案制

度」も事例として、記載されたら如何でし

ょうか？ 
 
・「適切な公共的サービス水準の設定」につ

いての具体的内容を知りたい。 
・市民等による公共的サービスについては、

様々な分野が考えられますが、主な取り組

み状況に記載されているのは、市民活動推

進課が関わる事業のみなので、他課におけ

る取り組みがあれば記載していただきた

い。 
 



地域での社会資源の活用について

　生駒市内では、地域差は多少あるものの各地域においては高齢化が進み、独居世帯、老々世帯、認々世帯等が多くなっており、

日常生活の実態は様々な問題をかかえています。

　介護保険制度においては、国全体の制度設計と各地域社会での実情にあった対応のために、一部予防の部分を市町村事業として

対応していく方向性となっています。特に、今後問題視される認知症への対応については、1）事前の予防、2）サービス毎の認知

症対応型の追加、3）より専門的な認知症対応型施設の拡充等が図られています。

　一方で、高齢者の日常生活においては、介護以外の様々なニーズを抱えており、多様な援助が必要とされています。介護保険外

のサービスとしては民間のサービスもあるものの、高齢者にとってはかなり高額となっており、頻回に利用できる状況にはなって

いませんし、必ずしも自立を促すサービスにはなっていません。

　民間以外では、シルバー人材センターや社会福祉協議会の日常生活自立支援事業などがありますが、地域での認知度や活用度は

高いとはいえません。

　これらのことから、シルバー人材センターや社会福祉協議会、場合によっては地域包括支援センターなど協働して地域にワン

ストップの情報拠点を置くか、若しくは他市で行っているように市民自治協議会の「なんでも相談所」のようなものが、生活圏の

中の便利な場所に置かれていて、電話と面接両方で生活全般に対応出来るようになっていれば、より活用が促進されるものと考え

られます。そしてその結果、地域住民はより安心な自立した在宅生活の継続が可能になるのではないでしょうか。

　近年特に医療・介護の地域包括ケアと言われることが多いのですが、同時に並行して、高齢者の生活そのものに対する介護保険

以外の支援（日常生活が自立できる在宅生活支援サービス）の充実が必要ではないかと考えます。

　

1

高齢化する地域

・介護保険

・地域支援事業 ( 市町村）

・地域医療

・在宅生活支援サービス …活用しやすい、適正価格、安心感など　⇒　ボランティア、NPO, 協働窓口など

★住民同士の助け合いも推進する仕組みを内包可

「なんでも相談所？」

制
度

★制度の範疇よりもきめの細かい対応が可能

★住民の生活満足度に直結

フォーマルサービス

インフォーマルサービス



A ワンコイン

安心おたすけ隊

A 生活圏

B ワンコイン

安心おたすけ隊

B 生活圏

C ワンコイン

安心おたすけ隊

C 生活圏

( 掃除、洗濯等） ( 掃除、洗濯等） ( 掃除、洗濯等）

A 地域包括支援センター B地域包括支援センター C地域包括支援センター

社会福祉協議会 A区 社会福祉協議会 B区 社会福祉協議会 C区
権利擁護など 権利擁護など権利擁護など

その他行政サービス情報なども提供 その他行政サービス情報なども提供 その他行政サービス情報なども提供

シルバー人材センター シルバー人材センター シルバー人材センター

地
域
で
認
知
症
の
方
に
も
対
応
す
る
窓
口

地
域
で
認
知
症
の
方
に
も
対
応
す
る
窓
口

地
域
で
認
知
症
の
方
に
も
対
応
す
る
窓
口

※左記の窓口には必ずしも各事業

の担当者が必要という意味ではな

く、地域情報の把握や対応が可能

な窓口があれば良いと思われます。

（情報をよく知る、ボランティア

スタッフによる運営も可能かも

しれません。）　

＜イメージ例＞

【シルバー人材センターにとって】 【地域包括支援センターにとって】 【社会福祉協議会にとって】 【地域ぐるみの（認知症）ケア】

「A地域なんでも相談所」 「B地域なんでも相談所」 「C地域なんでも相談所」

シルバー人材センターの事業は、社会資源と

して大きな要素を持っているだけでなく、地

域高齢者への働く場の提供という意味でも大

きな役割があると考えます。今回創設された

「ワンコインおたすけ隊」などは、地域に密着

した形で実施されることで、スタッフ、地域

住民間の安心感も増すものと考えられます。

本来、なんでも相談所的な要素を一番担って

いますが、業務の多忙さやスタッフ人数の関

係から対応しきれていない実情もありますが、

だからこそ、地域情報の収集チャンネル、発

信チャンネルとのネットワークづくりが重要

となってきますので、他の部署との情報共有

の場を持つことが大切だと思います。

超高齢化の地域住民にとって、日常生活自立

支援事業や権利擁護事業は今後必要性が増す

ものと考えられますが、内容が難しそう、手

続が大変そうなど理解が進まない一面もあり

ます。身近でいつでも相談できる所があれば

理解や活用が進み大切なことが相談できる安

心感が生まれると思います。

地域での認知症ケアにおいては、日常的な

生活情報把握や地理的情報把握が重要です。

他市では、徘徊高齢者の立寄所的な役割を

担っている場もあるようです。（認知症高

齢者のみでなく、学童の登下校時の見守り

拠点としての活用も考えられます。）

協働のワンストップステーションが出来ないか？「地域なんでも相談所」

馴染みの顔、すぐ駆けつける 馴染みの顔、すぐ駆けつける 馴染みの顔、すぐ駆けつける

※認知症の文字に（）を付けているのは、学童、

防犯などの拠点としても考えられるからです。

※今後、推進が予定される住民自

治協議会の福祉部門の窓口として

も想定できます。
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条 文 解 説 

第１５条 市長は、市の代表者として市民の福祉の増進を目指し、市民の負託に応えるよう、市の事務を管理し、

公正かつ誠実にこれを執行しなければならない。 
２ 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、

市政運営を通じて自治の実現、市民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。 
３ 市長は、前項の責務を果たすため、職員を適切に指揮監督し、人材育成に努めなければならない。 

【解説】 
＜第１項＞ 
市長は、市の代表として市の事務を管理するとともに、公正かつ誠実に執行しなければならないとしています。こ

れは、地方自治法に規定されている長の統轄代表権、事務の管理及び執行権を市長の責務という視点から規定する

ものです。 
＜第２項＞ 
市長は、自治体の代表者として事務を執行する上で市民及び議会への説明責任があるとともに、まちづくりの主体

は市民であるとしたこの条例の趣旨を踏まえて、ハード面の都市計画事業などばかりでなく、ソフト面の地域自治

組織の形成などを進めなければならないことを示しています。 
＜第３項＞ 
市長は、職員の監督者として適切な指導を行うとともに、職員の資質と能力の向上のため、さまざまな研修体制や

制度の整備などに努めなければならないとした規定です。 
《既存の法律など》 
【地方自治法】 
（長の統轄代表権） 
第１４７条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。 
（事務の管理及び執行権） 
第１４８条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 
（職員の指揮監督） 
第１５４条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 

 

 
 

条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１５条（市長の

責務） 
 
 
 
 
 

【行政全般】 
条文の規定に則り、適切に対応している。 

今後も取り組みを進めていく必要がある、 特になし ・第 2 項に関して、自治の実現、市民主体

のまちづくりの推進に向けた取組が現状で

十分かどうか、左欄（主な取組状況）から

は検証不可。各論（第 7 章）について順次

検証した上で本条を評価する必要がある。 
 
・条文に「市民の福祉の増進を目指し」と

ありますが福祉だけでしょうか？「安全」

は？ 

＜第３項＞ 
・管理職研修を初めとする階層別研修の実施、職員の意識改革を重視した職員

研修の実施 
・政策形成実践研修の継続実施 
・メンタルヘルス研修の継続実施 
・職員の自発的な研究・相互啓発などへの支援 
・市民と合同による、より実践的なファシリテーション研修の実施 

特になし 特になし ・「市民と合同による、より実践的なファシ

リテーション研修の実施」とありますが、

具体的にはどのような研修でしょうか？

「市民自治協議会」についてはこのような

研修はないのでしょうか？ 
 
・「職員の採用」も含めるべきでないでしょ

うか？ 
 
・取り組み内容については、研修を実施し

たというだけでなく、実施回数、参加人数、

どのような効果があったか、研修が適切で

あったかについて検証しているのか等も必

要ではないか。 
 



条 文 解 説 

第１６条 市の執行機関は、その権限と責任において、公平かつ公正に、及び誠実で、迅速かつ効率的に職務を執

行しなければならない。 
【解説】 
地方自治法第１３８条の２の規定「執行機関の義務」をこの条例の理念にのっとり、執行機関全体の責務という

視点から具体化しました。市の執行機関として、その職務の執行に当たり、公平かつ公正に、及び誠実で、迅速か

つ効率的に執行しなければならないという倫理観を規定したものです。 
《既存の法律など》 
【地方自治法】 
（執行機関の義務） 
第１３８条の２ 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に

基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、

誠実に管理し及び執行する義務を負う。 
 

 
 

条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１６条（執行機

関の責務） 
 
 
 
 
 

【行政全般】 
条文の規定に則り、適切に対応している。 

今後も引き続き取り組みを進めていく必要が

ある。 
特になし。 ・現状で十分かどうか、各論（第 6 章）に

ついて検証した際に何点か問題点を指摘し

ており、適切に対応されているとは言い難

い。 
 
・いわゆる「たらい回し」現象をなくする

条文解説が挿入できないでしょうか？ 
 



条 文 解 説 

第１７条 市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、市民の立場に立って、創意工夫し、公正

で、誠実かつ効率的に職務の遂行に専念しなければならない。 
２ 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。 
３ 市の職員は、自らも生活者であり、また、生駒市の市民であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努

めなければならない。 

【解説】 
＜第１項＞ 
市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために職務を遂行すること、及び服務の根本基準を遵守して市民の

立場に立って、創意工夫し、公正で、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならないことを規定しています。 
《既存の法律など》 
【地方公務員法】 
（服務の根本基準） 
第３０条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、

全力を挙げてこれに専念しなければならない。 
 
＜第２項＞ 
市の職員としての責務を果たすに当たって、政策形成能力、政策法務能力等自らの知識や技能の向上に努めなけれ

ばならないことを規定しています。 
＜第３項＞ 
まちづくりの主体は市民であり、参画と協働のまちづくりを推進するため市の職員も生活者であることの視点を大

切にし、率先して市民としての責務を果たさなければならないことを規定しています。 

 
 

条文 主な取り組み状況 取り組みにおける課題・問題点等 条文・条文解説で変更すべき箇所 市民自治推進委員意見 

第１７条（市の職

員の責務） 
【行政全般】 
条文の規定の規定どおり 

今後も引き続き取り組みを進めていく必要が

ある。 
特になし 
 

・第 1 項、第 3 項について、具体的にどの

ような方法によって取り組み、それをどの

ように評価しているのか不明。 
 
・運用面について：市民自治協議会のあり

かたなどは、政策形成実践研修には含まれ

ないのでしょうか？ 
 
・３項条文の生駒市の市民でなくても、解

説の３項の市の職員も生活者であることの

視点を大切にし、・・・何か良い表現はない

かなと考えています。 
＜第２項＞ 
・政策形成実践研修の継続実施 
・各種研修機関への積極的な派遣により専門知識、技術の向上 
・職員の自発的な研究・相互啓発 

特になし  ・15 条第 3 項に記載した意見と同じ 
 

 




